
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

富士市事前都市復興計画とは 

発災後、迅速かつ着実に復興まちづくりを進めることができるよう、あらかじめ、復興の課題を想定し、復興ま
ちづくりの⽅向性や進め⽅等を定めた計画で、「復興ビジョン編」と「復興プロセス編」で構成します。 

復興ビジョン編︓復興まちづくりの⽬標や基本⽅針等について⽰したもの 
復興プロセス編︓復興の取組の中で、被災後の市⺠・事業者及び⾏政のそれぞれのうごきについて⽰したもの 

本市で想定される地震被害（静岡県第４次地震被害想定） 

南海トラフを震源とする巨⼤地震（レベル２）において想定される本市の最⼤の被害は以下のとおりです。 

 
 

＜被害想定の概要（レベル２）＞ 
最⼤震度︓６強 
⼈的被害︓死者 約 140 ⼈ 重傷者 約 520 ⼈ 
建物被害︓全壊 約 6,180 棟 半壊 約 12,390 棟 

＜被害特性＞ 
・⽥⼦の浦港周辺における津波浸⽔被害 
・東部地域における液状化被害 
・「富⼠市役所北部」等における建物倒壊、狭あい道路の閉塞 

図︓想定震度分布 



 復興ビジョン編   

 

復興まちづくりの課題 

 

 

 

 

 

復興まちづくりの基本理念 

基本理念は、上位計画である「富⼠市総合計画」及び「富⼠市都市計画マスタープラン」の基本理
念を尊重し、以下の４つの視点に配慮し設定します。 

 誰もが住みたい・住み続けたいと思える 
安全安心な都市づくり 

 視点１︓災害に強いしなやかで持続可能な都市づくり 
視点２︓市⺠が安⼼して⽣活できる環境の確保 
視点３︓事業者が早期かつ継続的に操業できる環境の整備 
視点 4︓市⺠・事業者・⾏政の協働によるまちづくり 

（参考）富士市都市計画マスタープランにおける拠点等の位置付け 

 

  

  

  

市街地の復興の課題 
災害に強いしなやかで 

持続可能な市街地の形成 

住環境の復興の課題 
安⼼して暮らせる 

住環境整備 

産業の復興の課題 
産業活動の停滞からの 

早期回復 

復興の体制等の課題 
市⺠・事業者・⾏政の 

協働による復興 

⇒軸の考え方 

対流促進軸 ⽣活・ビジネス・観光などあらゆる⾯において、全国的な「ヒト・モノ・カネ・情報の流れ」を積極的に呼び込むための軸 
都市連携・交流軸 広域及び隣接都市との連携・交流を促進する軸 

地域連携・交流基幹軸 「まちなか」と地域との連携・交流を促進する軸 
鉄道沿線まちづくり 

交流軸 観光資源として交流を促進する軸、また鉄道路線と沿線地域の連携により多様なまちづくりを促進する軸 

「まちなか」 
にぎわい・交流軸 「まちなか」において、連携・交流を強化し、連続性のある賑わいを創出する軸 

うるおい環境軸 本市における⾻格的な⽔・緑が連続する空間 
 

富士市の復興 

産業の復興 住環境の復興 

市民・事業者・行政 

による協働 

市街地の復興 

復興の体制 

○拠点：都市機能配置の考え方 

広域都市 
交流拠点 広域都市間の交流を促進する拠点 

都市⽣活・ 
交流拠点 

市⺠や来街者などあらゆる⼈が集まり、交
流し、⽂化・情報の発信などを⾏う、本市
の賑わいの中⼼地となる拠点 

まちなか 市内外の多くの⼈で賑わう、魅⼒ある都市
空間が連続した⼀団の市街地 

地域⽣活 
拠点 

地域⽣活の中⼼地で、地域⽣活を⽀えるサ
ービス提供の場として多くの⼈で賑わう
拠点 

産業拠点 産業活動の中⼼地であり、雇⽤を創出する
拠点 

ふれあい 
交流拠点 

⼈と⾃然のふれあい、また、スポーツやレ
クリエーションを通じて⼈と⼈との交流
を深めるとともに、観光資源を活かした空
間・景観の形成を図る拠点 

 

基 本

理 念 

 連携して推進する 
ことが必要です 



 

 

復興まちづくりの目標及び基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興地区区分について 

⾏政が主体となり、被災した全ての地域の復興まちづくりを画⼀的に推進することは不可能で
す。そのため、市街地の特性や発災後に明らかとなる被害状況に応じて、まちづくりの主体や整
備⼿法の異なる３つの復興地区区分を以下のとおり設定します。 

 

 

 誰もが安心して暮らせる良好な住環境の形成 

方針１：利⽤しやすい仮設住宅・復興公営住宅の整備 
方針２：住宅再建⽀援の充実 方針３：ライフラインの早期確保 
方針４：医療・保健・福祉機能の維持及び教育機能の早期回復 
方針５：⽣活道路や公共交通の機能回復 

 災害に強い、安全・安心な市街地の早期形成 

方針１：災害に強い市街地整備 方針２：段階的な市街地復興 
方針３：まちの⾻格となる都市計画道路の整備 方針４：復興地区区分に応じた市街地整備 

 活力を創り高める、産業活動の早期再開及び事業者の事業継続 

方針１：産業拠点機能の早期回復 方針２：⼯場等における事業継続の促進 
方針３：商業活動の継続性の確保 方針４：農林漁業等の早期再建 

 市民・事業者・行政の協働による復興まちづくり体制の構築 

方針１：協働による復興計画の策定及びきめ細かな情報発信 
方針２：⼈材確保及び復興まちづくり組織の設置促進 
方針３：復興の進め⽅及び役割の明確化 方針４：⾏政内及び⾏政間の連携強化 

市
街
地
の
復
興 

産
業
の
復
興 

復
興
の
体
制
等 

住
環
境
の
復
興 

目標 

目標 

目標 

目標 

復
興
重
点

地
区 

都市機能の集約を⽬指す地区の中で主に⼤きな被害を受けた地区等 
＜復興の進め⽅＞ 

弾⼒的な市街地開発事業等により市街地整備を推進する 

復
興
促
進

地
区 

市街化区域内で被害が散在した地区及び市街化調整区域内で⼤きな被害を受けた地区等 
＜復興の進め⽅＞ 

まちづくりルール等によりまちなみや住環境の改善を図る 

復
興
推
進 

地
区 

都市機能の集約を⽬指す地区の中で主に相当規模の被害を受けた地区及び、その他の市
街化区域内において⼤きな被害を受けた地区等 
＜復興の進め⽅＞ 

道路整備やまちづくりルール等により総合的な市街地整備を推進する 



 

 

市街地の復興 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅等の復興 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復興まちづくりのステップ 
発災後の時間的経過に伴う４つの

ステップを設定し、その時の状況に応
じた復興まちづくりを進めます。 
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施 
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施
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窓

口

の

設
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 発災 緊急対応期 応急復旧期 復興始動期 本格復興期 

︵
仮
設
住
宅
の
希
望
の
把
握
︶ 

避 難 所

の 閉 鎖

応 急 

修 理 

・
応
急
住
宅
等
へ
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や
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な
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の
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時
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施
設
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備
の
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知 

︵
⾃
宅
の
再
建
等
に
つ
い
て
︶ 

意
向
調
査 

説
明
会
・
意
向
調
査 

市
民
・
事
業
者
の
う
ご
き 

概ね２ヶ⽉ 

６ヶ⽉ 

緊
急
対
応
期 

応
急
復
旧
期 

復
興
始
動
期 

本
格
復
興
期 

 発災 

緊急対応期 

避難所の設置や仮設住宅
の整備、ライフラインの
復旧が進められる 

応急復旧期 

仮設店舗の設置や被災
した道路の整備等が進
められる 

復興始動期 

道路整備や⽣活再建⽀
援など復興事業が進め
られる 

２年 

本格復興期 

復興事業と併せて⼀般
施策を展開し、⽬指すべ
き都市の将来像の実現
に向けた取組が進めら
れる 

復興のプロセスの見方 

      ：復興プロセスの項⽬ 
 

市民・事業者のうごき 

︓各家庭や個⼈、１事業者単位におけ
るうごき 

地域等のうごき 

︓住⺠、事業者等を含めた地域単位で
のうごき 

 
  ︓⾏政のうごき 

 

地

域

等

の
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ご

き 

・
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宅
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の
被
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状
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を
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⽅
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定
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等 

・
⾃
分
の
所
有
地
の
区
分
を
把
握 

復興地区 

区分の設定 

復興計画

の 策 定

復 興 ま ち

づくり準備

会の設置

復 興 ま ち

づくり協議

会の設置

・
準
備
会
へ
の
積
極
的
な
参
画 

・
活
動
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の
理
解
と
協
⼒ 

被 害 

確 認 

第

一
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建

築

制

限 

第
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築

制

限 

立
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上
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営
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援 
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画

の
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定 

・
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明
会
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の
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加 
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事
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計
画
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 復興プロセス編 



 

 

医療・保健・福祉の復興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業・工業・農林漁業の復興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興まちづくり組織ができない場合 

地域が主体となった復興まちづくり体制ができない
場合は、⾏政主導や被災者個⼈による復興となります。 

住⺠の合意形成に⾮常に時間を要して復興が遅くな
ることが危惧されるほか、地域として⼀体感のある復
興まちづくりの推進が困難となります。 
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協働による復興まちづくり体制 

復興まちづくりには、地域住⺠の復興への意欲と合意
形成が不可⽋であるため、地域が主体となったまちづく
り組織が重要です。また、復興まちづくりの検討の際に
は、⾏政の⽀援や、コンサルタント、学識者等といった
中間⽀援組織の参画が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本市では、発災後に地域住⺠等が主体となり、地域の

復興まちづくりの⽅針等を検討する組織を「復興まちづ
くり協議会」とします。 

 
復興まちづくり協議会の概要 

設置時期 発災後概ね 4 ヶ⽉〜 

主な活動場所 地区まちづくりセンター、学校の空き教
室、公会堂 など 

構成メンバー 
復興まちづくり準備会委員 
被災した地域住⺠や⼟地所有者、地域の
事業者、中間⽀援組織 など 

活動内容 

地域住⺠への情報提供、意向把握 
復興まちづくりの範囲の設定 
復興まちづくり案の作成・周知・合意形成 
⾏政に対する復興まちづくりの提案 

復興まちづくり 
協議会 

 

富⼠市 

要請・連絡 

連携・調整 

市民（地域住民） 
事業者 
町内会・区 
自主防災会 

 
     など 

専門家派遣 
中間⽀援組織 

学識者 
コンサルタント 
NPO   など 

緊急対応期 応急復旧期 復興始動期 本格復興期 

緊急対応期 応急復旧期 復興始動期 本格復興期 
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復興まちづくりの推進に向けて 

復興まちづくりに係る平常時の主な取組 

市⺠・事業者・⾏政が平常時から復興まちづくりを考えておくことで、発
災後の復興まちづくりを迅速かつ着実に進めることが可能となります。そ
のため、平常時より復興まちづくり訓練や講座等を実施し、市⺠や事業者、
更には⾏政職員がそれぞれの⽴場で意識の向上に努めることが重要です。 

 

市⺠ 

・発災時における避難⾏動等（避難先や連絡⽅法等）を家族で話し合う 
・防災訓練や⾃主防災会活動への参加 
・⾃宅周辺の災害リスク（震度・液状化危険度等）を防災マップ等で確認する 
・復興まちづくり訓練や講座に参加し、復興まちづくりの進め⽅等を知る 

事業者 
・従業員の安否確認・参集の⽅法を定め、周知する 
・ＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、取引先や従業員に周知する 
・防災訓練を実施し、防災体制を整える 

地域 
・⾃主防災会は、⾃主防災活動、防災訓練を積極的に実施する 
・⾃主防災会は、地域の関係団体及び⾏政と協⼒し、復興まちづくり訓練を実施

する 

⾏政 

・復興まちづくり訓練や復興まちづくり講座の実施 
・災害図上訓練（ＤＩＧ）の実施 
・防災マップの作成・配布・更新 
・富⼠市事前都市復興計画の⾒直し・公表 

 

復興まちづくり訓練 

復興まちづくり訓練とは、「⾃分達のまちが被災したら、どのような被
害が発⽣し、復興をどう進めるか」について、発災前から市⺠・事業者・
⾏政が協働で考える取組の⼀つで、災害を想定して復興を模擬体験する
訓練です。訓練の実施に当たっては、地域が主体となり取り組みますが、
専⾨家の派遣や資料の作成など、⾏政が積極的に⽀援します。 

○訓練の一般的な流れ 

第１回 ガイダンス 学識者等の講話を聞いて、⾃宅の復興を考える 

第２回 タウンウォッチング まちを歩いて被害をイメージする 

第３回 グループワーク 被災後の住まいや⽣活を確保する 

第４回 グループワーク 復興まちづくり計画（案）を考える 

第５回 報告会 訓練で検討した内容等を地域住⺠へ周知する 
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